
詳しくは、こちらの
法務省ホームページを
ご覧ください。

※ヘルプデスクの利用時間は、平日 午前８時３０分から午後６時まで

提供する登記情報

所有者事項の情報
（不動産）

登記事項概要ファイルの情報
（動産譲渡・債権譲渡）

地図及び図面が記録された
ファイルの情報

登記記録の全部の情報
（不動産・商業法人）

利用時間及び休業日

平日／午前８時３０分から午後１１時まで
土日祝日／午前８時３０分から午後６時まで

年末年始（１２月２９日から１月３日まで）
ホームページに掲載する日

利用時間

利用時間 平日／（午前８時３０分から午後９時まで）
土日祝日
年末年始（１２月２９日から１月３日まで）
ホームページに掲載する日

休業日

休業日

利用料金
（１件当たり）

令和６年４月１日から利用料金引き下げ

１４１ 円

１４１ 円

３３１ 円

３６１ 円

知ってますか？
令和６年４月１日から
相続登記の申請が
義務化されます

不動産登記推進イメージキャラクター
「トウキツネ」https://www1.touki.or.jp/

詳しくは、ホームページをご覧ください。

登記情報提供サービスに関するお問い合わせ電話番号



※上記の登録費用の（　）内の料金は、消費税不課税対象者（利用者の住所等が日本国外に
ある場合に、消費税法の課税対象外となり消費税が課されない方）の登録費用です。

510
673
273

３２０円 11円３３1円
（３３0円）

130円 11円141円
（140円）

130円 11円141円
（140円）

３５０円 11円３６1円
（３６0円）

登記記録の全部の情報
（不動産・商業法人）

所有者事項の情報
（不動産）

登記事項概要ファイルの情報
（動産譲渡・債権譲渡）

地図及び図面が記録された
ファイルの情報

11

※上記の利用料金の（　）内の料金は、消費税不課税対象者（利用者の住所等が日本国外に
ある場合に、消費税法の課税対象外となり消費税が課されない方）の利用料金です。

令和６年４月１日からの利用料金（1件当たり）

利用料金の支払方法

　お申し込みを受け付けた後に郵送する登録完了通知書には、ID番号が記載さ
れています。
　個人でお申し込みをした場合は、ID番号及びお申し込みの際に入力したパス
ワードを入力することで、ご利用開始となります。
　法人又は国・地方公共団体等でお申し込みをした場合は、管理者用IDの他に
初期登録パスワードをお送りしていますので、それを入力することにより利用者
登録を行ってからご利用開始となります。なお、初期登録パスワードはご自分で
任意に変更することができます。また、1回のお申し込みにつき、最大200名ま
での利用者（利用者ID）を登録することができます。

提供する登記情報

所有者事項の情報
（不動産）

登記事項概要ファイルの情報
（動産譲渡・債権譲渡）

地図及び図面が記録された
ファイルの情報

登記記録の全部の情報
（不動産・商業法人）

利用時間及び休業日

平日／午前８時３０分から午後１１時まで
土日祝日／午前８時３０分から午後６時まで

年末年始（１２月２９日から１月３日まで）
ホームページに掲載する日

利用時間

利用時間 平日／（午前８時３０分から午後９時まで）
土日祝日
年末年始（１２月２９日から１月３日まで）
ホームページに掲載する日

休業日

休業日

利用時間及び休業日

※ヘルプデスクの利用時間は、平日 午前８時３０分から午後６時まで
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